
 

 

 

 

 

公
害
等
調
整
委
員
会
告
示
第
一
号 

石
見
銀
山
遺
跡
関
係
鉱
区
禁
止
地
域
指
定 

  

鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鉱
区
禁
止
地
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
十
七
年
一
月
十
一
日 

公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長 

加
藤 

和
夫 

 

一 

指
定
番
号 

指
定
第
二
四
〇
号 

二 

指
定
請
求
公
示
の
年
月
日 

平
成
一
六
年
三
月
一
七
日
（
公
害
等
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号
） 

三 

請
求
者
名 

島
根
県
知
事 

四 

地
域
の
所
在
地 

島
根
県
大
田
市
大
森
町
、
同
市
水
上
町
、
同
市
祖
式
町
、
同
市
久
利
町
、
邇
摩
郡

温
泉
津
町
及
び
同
郡
仁
摩
町
地
内 

五 

鉱
物
の
名
称 

鉱
業
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
二
八
九
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
鉱
物
全
部 

六 

地
域
の
境
界
の
表
示 

第
四
項
記
載
の
地
内
の
次
の
五
地
域
で
あ
る
。 

 

１ 

Ａ
地
域 

境
界
点
第
一
号
と
第
一
七
号
を
番
号
順
に
結
ぶ
直
線
、
境
界
点
第
一
七
号
と
第
一
八
号

を
結
ぶ
海
岸
線
、
境
界
点
第
一
八
号
と
第
四
九
号
を
番
号
順
に
結
ぶ
直
線
、
境
界
点
第
四
九
号
と
第

五
〇
号
を
結
ぶ
海
岸
線
、
境
界
点
第
五
〇
号
と
第
六
一
号
を
番
号
順
に
結
ぶ
直
線
及
び
境
界
点
第
六

一
号
と
第
一
号
を
結
ぶ
直
線 

  
 

 
 

         

１３ １２ １１ １０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

境
界
点 

の
番
号 

 

九
七
、
三
八
六

九
八
、
七
七
三

九
九
、
四
九
五

一
〇
〇
、
〇
三
三

一
〇
〇
、
七
二
五

一
〇
〇
、
八
一
三

一
〇
〇
、
八
二
七

一
〇
〇
、
八
一
七

一
〇
〇
、
八
四
四

一
〇
〇
、
八
三
九

一
〇
〇
、
四
六
三

一
〇
〇
、
四
三
〇

一
〇
〇
、
一
〇
〇

座
標
Ｘ
（－）
メ
ー
ト
ル 

一
九
、
七
〇
六

二
〇
、
四
七
四

二
一
、
六
二
二

二
一
、
〇
五
〇

二
〇
、
九
二
二

二
〇
、
二
二
〇

二
〇
、
二
〇
五

二
〇
、
一
九
〇

一
九
、
九
七
一

一
九
、
九
〇
六

一
九
、
六
一
五

一
九
、
六
一
八

一
九
、
一
三
一

 

座
標
Ｙ
（＋）
メ
ー
ト
ル 

位 
 
 
 
 
 

置 

表
示
の
座
標
は
、
測
量
法

(

昭
和
二
四
年
法
律
第
一

八
八
号)

に
基
づ
く
平
面

直
角
座
標
系
に
よ
る
。 

 

備 
 

考 



 

 

 

 

 

     
 
 

 
 

                                   

４５ ４４ ４３ ４２ ４１ ４０ ３９ ３８ ３７ ３６ ３５ ３４ ３３ ３２ ３１ ３０ ２９ ２８ ２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６ １５ １４ 

一
〇
〇
、
二
八
五

一
〇
〇
、
二
九
二

一
〇
〇
、
二
〇
二

一
〇
〇
、
二
七
九

一
〇
〇
、
四
六
六

一
〇
〇
、
五
一
一

一
〇
〇
、
五
八
五

一
〇
〇
、
七
一
三

一
〇
〇
、
八
〇
六

一
〇
〇
、
七
六
三

一
〇
〇
、
六
七
四

一
〇
〇
、
九
七
〇

一
〇
一
、
五
三
八

一
〇
一
、
三
三
三

一
〇
二
、
五
三
七

一
〇
二
、
一
二
五

一
〇
二
、
一
二
五

一
〇
一
、
二
二
三

九
八
、
六
四
〇

九
八
、
二
五
五

九
六
、
四
七
一

九
五
、
九
六
五

九
六
、
九
八
一

九
六
、
六
〇
四

九
七
、
九
四
七

九
七
、
六
八
六

九
七
、
七
八
五

九
六
、
八
六
一

九
七
、
五
八
三

九
八
、
〇
〇
六

 

九
八
、
二
三
八

九
七
、
四
五
三

一
七
、
六
七
〇

一
七
、
九
六
一

一
八
、
二
九
七

一
八
、
四
一
五

一
八
、
四
四
〇

一
八
、
四
八
〇

一
八
、
三
九
二

一
八
、
三
一
六

一
八
、
三
六
七

一
八
、
六
六
九

一
八
、
八
〇
五

一
九
、
二
六
八

二
一
、
一
七
五

二
一
、
二
六
九

二
二
、
六
六
〇

二
四
、
七
〇
六

二
五
、
六
六
六

二
七
、
四
一
六

二
六
、
四
二
二

二
七
、
一
八
四

二
七
、
三
二
八

二
五
、
四
九
一

二
四
、
九
八
五

二
三
、
五
六
七

二
三
、
一
八
〇

二
一
、
五
二
四

二
〇
、
四
一
二

一
九
、
七
七
三

一
八
、
〇
二
四

一
八
、
四
八
二

一
九
、
三
一
九

一
九
、
二
二
六

 



 

 

 

 

 

  

２ 

Ｂ
地
域 

次
の
各
境
界
点
を
番
号
順
に
結
ぶ
直
線
及
び
境
界
点
第
六
号
と
第
一
号
を
結
ぶ
直
線 

 
 

３ 

Ｃ
地
域 

 

温
泉
津
町
櫛
島 

６１ ６０ ５９ ５８ ５７ ５６ ５５ ５４ ５３ ５２ ５１ ５０ ４９ ４８ ４７ ４６ 

一
〇
〇
、
三
二
四

一
〇
〇
、
一
七
二

一
〇
〇
、
〇
四
九

一
〇
〇
、
〇
七
三

一
〇
〇
、
一
二
七

一
〇
〇
、
〇
四
八

一
〇
〇
、
一
〇
七

一
〇
〇
、
〇
四
〇

九
九
、
九
八
五

九
九
、
九
七
五

九
九
、
七
五
五

九
九
、
四
六
一

一
〇
〇
、
六
六
五

一
〇
一
、
九
〇
九

一
〇
〇
、
三
三
〇

一
〇
〇
、
一
六
八

一
八
、
五
九
二

一
八
、
五
四
九

一
八
、
三
三
一

一
八
、
〇
九
五

一
七
、
九
八
四

一
七
、
八
六
七

一
七
、
七
二
〇

一
七
、
六
二
五

一
七
、
四
七
九

一
七
、
三
七
〇

一
六
、
九
二
三

一
六
、
四
一
一

一
四
、
八
五
一

一
五
、
七
九
四

一
七
、
〇
七
八

一
七
、
四
六
八

 
６ ５ ４ ３ ２ １ 

境
界
点 

の
番
号 

九
五
、
六
五
四

九
五
、
九
四
二

九
六
、
〇
七
九

九
四
、
五
二
〇

九
四
、
一
二
八

九
四
、
七
〇
四

座
標
Ｘ
（－）
メ
ー
ト
ル 

二
二
、
一
九
五

二
二
、
四
九
〇

二
四
、
〇
〇
八

二
三
、
九
五
六

二
三
、
〇
五
六

二
一
、
九
六
五

座
標
Ｙ
（＋）
メ
ー
ト
ル 

位 
 
 
 
 
 

置 

表
示
の
座
標
は
、
測
量

法(

昭
和
二
四
年
法
律

第
一
八
八
号)

に
基
づ

く
平
面
直
角
座
標
系
に

よ
る
。 備 

 

考 



 

 

 

 

 

４ 

Ｄ
地
域 

 

仁
摩
町
鵜
島 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 
Ｅ
地
域 

 

仁
摩
町
沖
ノ
鵜
島 

七 

地
域
図 

次
の
図
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
地
域 

                          





 

 

 

 

 

八 
地
域
の
面
積 

 

 

Ａ
地
域 

三
、
七
〇
九
．
六
九
ヘ
ク
タ
ー
ル 

 

Ｂ
地
域 

 
 

三
〇
四
．
〇
五
ヘ
ク
タ
ー
ル 

 

Ｃ
地
域 

 
 
 
 

四
．
一
六
ヘ
ク
タ
ー
ル 

Ｄ
地
域 

 
 
 
 

〇
．
三
五
ヘ
ク
タ
ー
ル 

Ｅ
地
域 

 
 
 
 

〇
．
二
八
ヘ
ク
タ
ー
ル 

合
計 

 

四
、
〇
一
八
．
五
三
ヘ
ク
タ
ー
ル 

九 

指
定
の
理
由 

１ 

請
求
地
域
は
、
生
産
遺
跡
や
生
活
遺
跡
が
多
数
存
在
す
る
銀
山
柵
内
、
大
森
銀
山
地
区
の
伝
統
的

な
町
並
み
、
石
見
城
跡
、
鞆
ケ
浦
、
銀
山
街
道
等
多
数
の
文
化
財
か
ら
な
る
、
世
界
で
も
屈
指
の
鉱

山
遺
跡
で
あ
る
石
見
銀
山
遺
跡
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ
る
。
ま
た
、
請
求
地
域
と
そ
の
周
辺
に
は
、

四
季
を
通
じ
て
自
然
を
満
喫
で
き
る
三
瓶
山
、
温
泉
津
温
泉
、
鳴
き
砂
で
有
名
な
琴
ケ
浜
な
ど
も
あ

り
、
歴
史
・
文
化
・
自
然
と
い
う
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
豊
富
な
観
光
資
源
が
あ
る
。 

２ 

請
求
地
域
は
、
県
が
地
元
市
町
と
と
も
に
調
査
研
究
等
様
々
な
取
組
を
進
め
て
お
り
、
平
成
一
三

年
四
月
に
は
世
界
遺
産
の
暫
定
リ
ス
ト
に
登
載
さ
れ
、
現
在
平
成
一
九
年
六
月
の
世
界
遺
産
登
録
を

目
指
し
て
所
要
の
手
続
を
進
め
て
い
る
。 

３ 

請
求
地
域
の
地
形
は
、
標
高
五
三
八
メ
ー
ト
ル
の
仙
ノ
山
と
標
高
四
一
四
メ
ー
ト
ル
の
要
害
山
に

挟
ま
れ
た
標
高
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
低
山
谷
部
を
北
東
方
向
に
流
下
す
る
銀
山
川
に
沿
っ
て
、

遺
跡
の
中
心
と
な
る
町
並
み
が
発
達
し
て
お
り
、
海
岸
部
は
、
リ
ア
ス
式
の
入
り
組
ん
だ
地
形
が
発

達
し
て
良
好
な
港
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

地
質
は
、
下
層
に
新
第
三
紀
大
森
層
の
堆
積
岩
と
こ
れ
を
貫
く
石
英
安
山
岩
等
が
あ
り
、
そ
の
上

に
第
四
紀
更
新
世
の
都
野
津
層
群
の
礫
岩
及
び
砂
岩
が
分
布
す
る
。 

４ 

請
求
地
域
に
は
金
、
銀
、
銅
、
鉛
、
亜
鉛
、
マ
ン
ガ
ン
等
の
金
属
鉱
床
、
け
い
石
、
け
い
砂
等
の

非
金
属
鉱
床
が
賦
存
し
て
お
り
、
特
に
け
い
砂
に
つ
い
て
は
経
済
的
に
稼
行
対
象
と
な
る
規
模
及
び

品
位
を
有
し
て
い
る
鉱
床
の
賦
存
が
見
込
ま
れ
る
。 

こ
れ
ら
の
鉱
物
の
う
ち
銀
、
銅
等
を
対
象
に
請
求
地
域
に
お
い
て
過
去
に
掘
採
さ
れ
た
実
績
が
あ

り
、
周
辺
に
は
稼
行
中
の
け
い
砂
鉱
山
も
あ
る
。
現
在
、
請
求
地
域
内
に
お
い
て
稼
行
し
て
い
る
鉱

山
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
鉱
物
を
対
象
と
す
る
鉱
業
権
が
二
件
あ
る
ほ
か
、
金
属
又
は
非
金
属
を
目

的
と
す
る
鉱
業
出
願
が
一
四
件
な
さ
れ
て
い
る
。 

５ 

前
記
の
地
形
及
び
地
質
か
ら
み
て
、
請
求
地
域
の
う
ち
第
六
項
の
境
界
の
内
側
の
地
域
（
以
下
「
指

定
地
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
鉱
物
を
掘
採
す
れ
ば
、
鉱
種
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
遺
跡
及

び
観
光
資
源
の
保
護
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

ま
た
、
請
求
地
域
の
う
ち
指
定
地
域
以
外
の
地
域
（
地
域
図
に
お
い
て
斜
線
を
施
し
た
地
域
）
は
、

鉱
物
の
賦
存
が
認
め
ら
れ
な
い
海
域
又
は
経
済
的
に
稼
行
対
象
と
な
る
規
模
及
び
品
位
を
有
す
る

け
い
砂
が
賦
存
す
る
一
方
で
、
掘
採
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
周
辺
に
所
在
す
る
文
化
財
の
保
全
に

重
大
な
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
は
少
な
い
地
域
で
あ
る
。 

６ 

以
上
を
総
合
す
る
と
、
指
定
地
域
に
お
い
て
鉱
物
の
掘
採
を
す
る
こ
と
は
、
鉱
種
の
い
か
ん
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
地
域
の
公
益
性
と
対
比
し
て
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
地
域
を
鉱

業
法
第
三
条
に
規
定
す
る
鉱
物
全
部
に
つ
い
て
、
鉱
区
禁
止
地
域
に
指
定
す
る
。 

 
 
 

ま
た
、
請
求
地
域
の
う
ち
指
定
地
域
以
外
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
鉱
物
の
掘
採
を
禁
止
す
る
こ
と

は
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
鉱
区
禁
止
地
域
に
指
定
し
な
い
。 


